
資謡H－2  
○
感
染
症
の
予
防
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
（
平
成
十
一
年
厚
生
省
告
示
第
百
十
五
号
）
 
 

啓
発
や
知
識
の
普
及
、
特
定
病
原
体
等
を
適
正
に
取
り
 
 

明
治
三
十
年
の
伝
染
病
予
防
法
の
制
定
以
来
百
年
が
経
過
し
、
こ
の
間
の
感
染
症
を
 
 

取
り
巻
く
状
況
は
、
医
学
・
医
療
の
進
歩
、
公
衆
衛
生
水
準
の
向
上
、
国
際
交
流
の
活
 
 

発
化
等
に
よ
り
著
し
く
変
化
し
、
ま
た
、
特
に
近
年
に
お
い
て
は
、
エ
ボ
ラ
出
血
熱
や
 
 

エ
イ
ズ
等
の
新
興
感
染
症
、
結
核
や
マ
ラ
リ
ア
等
の
再
興
感
染
症
が
出
現
し
て
い
る
。
 
 

そ
の
一
方
で
、
感
染
症
関
係
施
策
に
お
い
て
は
、
感
染
症
の
患
者
等
の
人
権
を
尊
重
し
 
 

、
積
極
的
な
情
報
の
公
表
や
厳
格
な
手
続
の
保
障
等
を
行
う
透
明
で
公
正
な
行
政
に
つ
 
 

い
て
も
、
新
し
い
時
代
の
感
染
症
対
策
の
本
質
的
な
要
素
と
し
て
求
め
ら
れ
て
き
て
い
 
 

る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
過
去
の
伝
染
病
予
防
法
等
に
基
づ
く
 
 

感
染
症
対
策
の
枠
組
み
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
健
康
危
機
管
理
の
観
点
か
ら
の
迅
速
か
 
 

つ
的
確
な
対
応
と
人
権
尊
重
等
の
要
請
の
両
立
を
基
本
と
す
る
感
染
症
対
策
に
転
換
す
 
 

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
感
染
症
の
発
生
の
予
防
と
ま
ん
延
の
防
止
、
感
染
症
患
者
に
 
 

国
と
地
方
公
共
団
体
、
地
方
公
共
団
体
相
互
の
連
携
と
役
割
分
担
を
明
確
に
し
、
海
外
 
 

の
国
際
機
関
等
と
の
連
携
を
通
じ
た
国
際
協
力
を
積
極
的
に
進
め
る
こ
と
に
よ
り
、
感
 
 

染
症
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 
 

本
指
針
は
、
感
染
症
の
予
防
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
で
あ
 
 

り
、
新
し
い
時
代
の
感
染
症
対
策
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
本
指
針
、
本
指
針
 
 

に
即
し
て
都
道
府
県
が
策
定
す
る
予
防
計
画
（
以
下
「
予
防
計
画
」
と
い
う
。
）
及
び
 
 

厚
生
労
働
大
臣
が
策
定
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
が
そ
れ
ぞ
れ
整
合
性
が
取
れ
る
よ
 
 

う
に
定
め
ら
れ
、
も
っ
て
、
今
後
の
感
染
症
対
策
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
さ
れ
 
 

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
本
指
針
に
つ
い
て
は
、
施
行
後
の
状
況
変
化
等
に
的
確
に
対
応
す
る
必
要
が
 
 

あ
る
こ
と
等
か
ら
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
 
 

研 
究 
の 

推 
進 

医 
薬 

の 

研 
究 
開 
発 

病 
原 
体 
等 

の検 
査 
体 
制 
の 

確 
立 

人 
材 
養 

成、   

対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
、
感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
 
 

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
三
項
に
基
づ
 
 

き
、
感
染
症
 
 

五
年
ご
と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
れ
を
変
更
し
て
い
 
 
 

の
予
防
に
関
す
る
施
策
の
 
 効
果
に
関
す
る
評
価
を
踏
ま
え
 
 

扱
う
体
制
の
確
保
と
と
も
に
 
 

少
な
く
と
も
 
 

及
び
 
 

明
治
三
十
年
の
伝
染
病
予
防
法
の
制
定
以
来
百
年
が
経
過
し
、
こ
の
間
の
感
染
症
を
 
 

取
り
巻
く
状
況
は
、
医
学
・
医
療
の
進
歩
、
公
衆
衛
生
水
準
の
向
上
、
国
際
交
流
の
活
 
 

発
化
等
に
よ
り
著
し
く
変
化
し
、
ま
た
、
特
に
近
年
に
お
い
て
は
、
エ
ボ
ラ
出
血
熱
や
 
 

エ
イ
ズ
等
の
新
興
感
染
症
、
結
核
や
マ
ラ
リ
ア
等
の
再
興
感
染
症
が
出
現
し
て
い
る
。
 
 

そ
の
一
方
で
、
感
染
症
関
係
施
策
に
お
い
て
は
、
感
染
症
の
患
者
等
の
人
権
を
尊
重
し
 
 

、
積
極
的
な
情
報
の
公
表
や
厳
格
な
手
続
の
保
障
等
を
行
う
透
明
で
公
正
な
行
政
に
つ
 
 

い
て
も
、
新
し
い
時
代
の
感
染
症
対
策
の
本
質
的
な
要
素
と
し
て
求
め
ら
れ
て
き
て
い
 
 

る
。
 
 
 

こ
の
よ
う
な
状
況
の
変
化
に
対
応
す
る
た
め
、
過
去
の
伝
染
病
予
防
法
等
に
基
づ
く
 
 

感
染
症
対
策
の
枠
組
み
を
抜
本
的
に
見
直
し
、
健
康
危
機
管
理
の
観
点
か
ら
の
迅
速
か
 
 

つ
的
確
な
対
応
と
人
権
尊
重
等
の
要
請
の
両
立
を
基
本
と
す
る
感
染
症
対
策
に
転
換
す
 
 

る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
感
染
症
の
発
生
の
予
防
と
ま
ん
延
の
防
止
、
感
染
症
患
者
に
 
 

対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
、
感
染
症
に
関
す
る
調
査
及
び
研
究
の
推
進
、
 
 

医
薬
品
の
研
究
開
発
、
病
原
体
等
の
検
査
体
制
の
確
立
、
人
材
養
成
、
啓
発
や
知
識
の
 
 

普
及
と
と
も
に
、
国
と
地
方
公
共
団
体
、
地
方
公
共
団
体
相
互
の
連
携
と
役
割
分
担
を
 
 

明
確
に
し
、
海
外
の
国
際
機
関
等
と
の
連
携
を
通
じ
た
国
際
協
力
を
積
極
的
に
進
め
る
 
 

こ
と
に
よ
り
、
感
染
症
対
策
を
総
合
的
に
推
進
す
る
必
要
が
あ
る
。
 
 

本
指
針
は
、
感
染
症
の
予
防
の
総
合
的
な
推
進
を
図
る
た
め
の
基
本
的
な
指
針
で
あ
 
 

り
、
新
し
い
時
代
の
感
染
症
対
策
の
方
向
性
を
示
す
も
の
で
あ
る
。
本
指
針
、
本
指
針
 
 

に
即
し
て
都
道
府
県
が
策
定
す
る
予
防
計
画
（
以
下
「
予
防
計
画
」
と
い
う
。
）
及
び
 
序
生
労
働
大
臣
が
策
定
す
る
特
定
感
染
症
予
防
指
針
が
そ
れ
ぞ
れ
整
合
性
が
取
れ
る
よ
 
 

う
に
定
め
ら
れ
、
も
っ
て
、
今
後
の
感
染
症
対
策
が
総
合
的
か
つ
計
画
的
に
推
進
さ
れ
 
 

る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

な
お
、
本
指
針
に
つ
い
て
は
、
施
行
後
の
状
況
変
化
等
に
的
確
に
対
応
す
る
必
要
が
 
 

あ
る
こ
と
等
か
ら
、
感
染
症
の
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
医
療
に
関
す
る
法
 
 

律
（
平
成
十
年
法
律
第
百
十
四
号
。
以
下
「
法
」
と
い
う
。
）
第
九
条
第
四
項
に
基
づ
 
 

き
、
少
な
く
と
も
五
年
ご
と
に
再
検
討
を
加
え
、
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
こ
 
 

れ
を
変
更
し
て
い
く
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

（
傍
線
の
部
分
は
改
正
部
分
）
 
 



く
も
の
で
あ
る
。
 
 
 

第
一
感
染
症
の
予
防
の
推
進
の
基
本
的
な
方
向
 
 

一
 
（
略
）
 
 
 

二
 
国
民
個
人
個
人
に
対
す
る
感
染
症
の
予
防
及
び
治
療
に
重
点
を
置
い
た
対
策
 
 

国
民
個
人
個
人
に
お
け
る
予
防
及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
 
 
 

医
療
の
提
供
を
通
じ
た
早
期
治
療
の
積
み
重
ね
に
よ
る
社
会
全
体
の
予
防
の
推
進
 
 
 

に
転
換
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

三
 
人
権
の
尊
重
 
 
 

l
 
感
染
症
の
患
者
等
を
社
会
か
ら
切
り
離
す
と
い
っ
た
視
点
で
は
な
く
、
感
染
 
 
 

症
の
予
防
と
患
者
等
の
人
権
の
尊
重
の
両
立
を
基
本
と
す
る
観
点
か
ら
、
患
者
 
 

2
 
（
略
）
 
 

四
 
健
康
危
機
管
理
の
観
点
に
立
っ
た
迅
速
か
つ
的
確
な
対
応
 
 
 

感
染
症
の
発
生
は
、
周
囲
へ
ま
ん
延
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
国
民
の
健
康
を
守
 
 
 

る
た
め
の
健
康
危
機
管
理
の
観
点
に
立
っ
た
迅
速
か
つ
的
確
な
対
応
が
求
め
ら
れ
 
 
 

る
。
そ
の
た
め
、
感
染
症
の
発
生
状
況
等
の
的
確
な
把
握
が
不
可
欠
で
あ
り
、
感
 
 
 

染
症
の
病
原
体
の
検
査
を
含
め
た
総
合
的
な
感
染
症
発
生
動
向
調
査
体
制
の
確
立
 
 
 

に
向
け
て
、
疫
学
的
視
点
を
重
視
し
っ
つ
、
行
政
機
関
内
の
関
係
部
局
は
も
ち
ろ
 
 

康
危
機
管
理
体
制
の
構
築
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

五
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
果
た
す
べ
き
役
割
 
 
 

l
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
施
策
の
実
施
に
当
た
り
、
 
 

症
の
予
防
 
 

従
来
の
集
団
防
衛
に
重
点
を
置
い
た
考
え
方
か
ら
、
 
 

康
危
機
管
理
の
 
 

ん
の
 
 

る
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
 
 

今
日
、
 
 

な
が
ら
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
受
け
ら
れ
、
入
院
の
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
 
 

に
は
早
期
に
社
会
に
復
帰
で
き
る
よ
う
な
環
境
の
整
備
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
 
 

の
個
人
の
意
思
や
人
権
を
尊
重
し
、
 
 

た
め
の
施
策
を
講
ず
る
と
と
も
に
、
正
し
い
知
識
の
普
及
、
情
報
の
収
集
及
び
 
 
 

し
っ
つ
、
 
 

こ
と
、
そ
の
他
の
関
係
者
が
適
切
に
連
携
し
て
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
で
き
 
 
 

原
因
に
関
す
る
情
報
の
収
集
及
 
 

多
く
の
感
染
症
の
予
防
及
び
治
療
が
可
能
と
な
っ
て
き
て
い
る
た
め
、
 
 
 

及
び
治
療
に
必
要
な
情
報
の
国
 
 

相
互
に
連
携
し
て
、
 
 

段
階
に
応
じ
た
行
動
計
画
等
の
策
 
 

感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
 
 

本
指
針
及
び
予
防
計
画
に
基
づ
き
、
ま
た
健
 
 

び
分
析
と
そ
の
分
析
の
結
果
並
び
に
感
染
 
 

一
人
一
人
が
安
心
し
て
社
会
生
活
を
続
け
 
 

民
へ
の
積
極
的
な
公
表
を
進
め
つ
つ
、
 
 

定
及
び
 
 

感
染
症
の
発
生
の
状
況
、
動
 
 

そ
の
周
知
を
通
じ
、
健
 
 

地
域
の
特
性
に
配
慮
 
 第

一
感
染
症
の
予
防
の
推
進
の
基
本
的
な
方
向
 
 

一
 
（
略
）
 
 
 

二
 
国
民
個
人
個
人
に
対
す
る
感
染
症
の
予
防
及
び
治
療
に
重
点
を
置
い
た
対
策
 
 

三
 
人
権
へ
の
配
慮
 
 
 

l
 
感
染
症
の
患
者
等
を
社
会
か
ら
切
り
離
す
と
い
っ
た
視
点
で
は
な
く
、
感
染
 
 
 

症
の
予
防
と
患
者
等
の
人
権
の
尊
重
の
両
立
を
基
本
と
す
る
観
点
か
ら
、
患
者
 
 

0  

な
が
ら
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
を
受
け
ら
れ
、
入
院
の
措
置
が
と
ら
れ
た
場
合
 
 
 

に
は
早
期
に
社
会
に
復
帰
で
き
る
よ
う
な
環
境
の
整
備
に
努
め
る
べ
き
で
あ
る
 
 

2
 
 
（
略
）
 
 

四
 
健
康
危
機
管
理
の
観
点
に
立
っ
た
迅
速
か
つ
的
確
な
対
応
 
 
 

感
染
症
の
発
生
は
、
周
囲
へ
ま
ん
延
す
る
可
能
性
が
あ
り
、
国
民
の
健
康
を
守
 
 
 

る
た
め
の
健
康
危
機
管
理
の
観
点
に
立
っ
た
迅
速
か
つ
的
確
な
対
応
が
求
め
ら
れ
 
 
 

る
。
そ
の
た
め
、
感
染
症
の
発
生
状
況
等
の
的
確
な
把
握
が
不
可
欠
で
あ
り
、
感
 
 
染
症
の
病
原
体
の
検
査
を
含
め
た
総
合
的
な
感
染
症
発
生
動
向
調
査
体
制
の
確
立
 
 
 

に
向
け
て
、
疫
学
的
視
点
を
重
視
し
っ
つ
、
行
政
機
関
内
の
関
係
部
局
は
も
ち
ろ
 
 
 

ん
の
こ
と
、
そ
の
他
の
関
係
者
が
適
切
に
連
携
し
て
迅
速
か
つ
的
確
に
対
応
で
き
 
 
 

る
体
制
の
整
備
を
行
う
と
と
も
に
、
本
指
針
及
び
予
防
計
画
に
笥
健
康
危
機
 
 
 

管
理
体
制
の
構
築
を
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

五
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
果
た
す
べ
き
役
割
 
 

析
と
そ
の
結
果
の
国
民
 
 

従
来
の
集
団
防
衛
に
重
点
を
置
い
た
考
え
方
か
ら
、
感
染
症
情
報
 
 

及
び
感
染
症
の
患
者
に
対
す
る
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
を
通
じ
た
早
期
治
 
 

療
の
積
み
重
ね
に
よ
る
社
会
全
体
の
予
防
の
推
進
に
転
換
し
て
い
く
こ
と
が
必
要
 
 

で
あ
る
。
 
 

l
 
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
施
策
の
実
施
に
当
た
り
、
相
互
に
連
携
を
図
り
 
 

召
、
感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
施
策
を
講
ず
る
 
 

と
と
も
に
、
正
し
い
知
識
の
普
及
、
情
報
の
収
集
及
び
分
析
並
び
に
公
表
、
研
 
 

今
日
、
 
 

の
個
人
の
意
思
や
人
権
に
配
慮
し
、
 
 

多
く
の
感
染
症
の
予
防
及
び
治
療
が
可
能
と
な
っ
て
き
て
い
る
た
め
、
 
 
 

へ
の
公
表
を
進
め
つ
つ
、
 
 

人
一
人
が
安
心
し
て
社
会
生
活
を
続
け
 
 

国
民
個
人
個
人
に
お
け
る
予
防
 
 

の
収
集
及
び
分
 
 

2   



等
の
開
設
者
等
は
、
施
設
に
お
け
る
感
染
症
の
発
生
の
予
防
や
ま
ん
延
の
防
止
 
 

の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

八
～
十
 
（
略
）
 
 
 

第
二
 
感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
 
 

一
感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
考
え
方
 
 

1
 
 
（
略
）
 
 
 

2
 
感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
の
対
策
の
た
め
の
日
常
行
わ
れ
る
べ
き
施
策
 
 

は
、
二
に
定
め
る
感
染
症
発
生
動
向
調
査
が
そ
の
中
心
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
 
 

で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
平
時
（
患
者
発
生
後
の
対
応
時
（
法
第
四
章
又
は
法
第
 
 

玉
章
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
必
要
と
さ
れ
る
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
 
 

外
の
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
．
町
村
定
め
る
食
品
保
健
対
策
、
 
 

封
同
定
め
る
環
境
衛
生
対
策
、
六
l
国
定
め
る
検
疫
所
に
お
け
る
感
染
症
の
国
内
 
 

へ
の
侵
入
防
止
対
策
等
に
つ
い
て
、
関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携
を
 
 

図
り
な
が
ら
具
体
的
に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
患
者
発
生
後
の
対
応
時
 
 

に
お
い
て
は
、
第
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
適
切
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
 
 

あ
る
。
 
 

3
 
（
略
）
 
 

七
 
医
師
等
の
果
た
す
べ
き
役
割
 
 
 

1
 
医
師
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
は
、
 
 

的
動
向
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
 
 

が
重
要
で
あ
る
。
 
 
 

2
～
4
 
 
（
略
）
 
 

六
 
 
（
略
）
 
 

2
 
病
院
、
診
療
所
、
病
原
体
等
の
検
査
を
行
 
 

分
析
並
び
に
公
表
、
研
究
の
推
進
、
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
並
び
に
確
 
 

要
な
基
盤
を
整
備
す
る
責
務
を
負
．
う
。
こ
の
場
合
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
 
 

保
、
迅
速
か
つ
正
確
な
検
査
体
制
の
整
備
並
び
に
社
会
福
祉
等
の
関
連
施
策
と
 
 

加
え
、
医
療
関
係
者
の
立
場
で
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
に
協
力
す
る
と
 
 

と
も
に
、
感
染
症
の
患
者
等
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
深
く
認
識
し
、
劇
者
l
矧
 
 

提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

に
対
す
る
適
切
な
説
明
を
行
い
、
 
 

の
有
機
的
な
連
携
に
配
慮
し
た
医
療
 
 

感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
 
 

び
ま
ん
延
の
防
止
 
 

感
染
症
の
患
者
等
の
人
権
を
尊
重
す
る
こ
と
 
 

そ
の
理
解
の
下
に
良
質
か
 
 

提
供
体
制
の
整
備
等
の
感
染
症
対
策
に
必
 
 

六
に
定
め
る
国
民
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
 
 

っ
て
い
る
機
関
、
 
 

の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
国
際
 
 

つ
適
切
な
医
療
を
 
 

老
人
福
祉
施
設
 
 

2
～
4
 
 
（
略
）
 
 
 

六
 
 
（
略
）
 
 
 

七
 
医
師
等
の
果
た
す
べ
き
役
割
 
 
 

l
 
医
師
そ
の
他
の
医
療
関
係
者
は
、
六
に
定
め
る
国
民
の
果
た
す
べ
き
役
割
に
 
 

加
え
、
医
療
関
係
者
の
立
場
で
国
及
び
地
方
公
共
団
体
の
施
策
に
協
力
す
る
と
 
 

と
も
に
、
感
染
症
の
患
者
等
が
置
か
れ
て
い
る
状
況
を
深
く
認
識
し
、
良
質
か
 
 

つ
適
切
な
医
療
を
提
供
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 

2
 
病
院
、
診
療
所
、
老
人
福
祉
施
設
等
の
開
設
者
等
は
、
施
設
に
お
け
る
感
染
 
 

症
の
発
生
の
予
防
や
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
よ
う
努
 
 

め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。
 
 
 

八
～
十
 
（
略
）
 
 
 

第
二
 
感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
 
 

一
感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
考
え
方
 
 

1
 
 
（
略
）
 
 
 

2
 
感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
の
対
策
の
た
め
の
日
常
行
わ
れ
る
べ
き
施
策
 
 

は
、
二
に
定
め
る
感
染
症
発
生
動
向
調
査
が
そ
の
中
心
と
し
て
な
さ
れ
る
も
の
 
 

で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
平
時
（
患
者
発
生
後
の
対
応
時
（
法
第
望
早
又
は
法
第
 
 

玉
章
の
規
定
に
よ
る
措
置
が
必
要
と
さ
れ
る
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
以
 
 

外
の
状
態
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
に
お
け
る
ヨ
国
定
め
る
食
品
保
健
対
策
、
 
 

四
l
同
定
め
る
環
境
衛
生
対
策
、
五
割
国
定
め
る
検
疫
所
に
お
け
る
感
染
症
の
国
内
 
 

へ
の
侵
入
防
止
対
策
等
に
つ
い
て
、
関
係
各
機
関
及
び
関
係
団
体
と
の
連
携
を
 
 

図
り
な
が
ら
具
体
的
に
講
ず
る
必
要
が
あ
る
。
ま
た
、
患
者
発
生
後
の
対
応
時
 
 

に
お
い
て
は
、
第
三
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
適
切
に
措
置
を
講
ず
る
必
要
が
 
 

あ
る
。
 
 

3
 
 
（
略
）
 
 
 

究
の
推
進
、
人
材
の
養
成
及
び
資
質
の
向
上
並
び
に
確
保
、
迅
速
か
つ
正
確
な
 
 

検
査
体
制
の
整
備
並
び
に
医
療
提
供
体
制
の
整
備
等
の
感
染
症
対
策
に
必
要
な
 
 

基
盤
を
整
備
す
る
責
務
を
負
う
。
こ
の
場
合
、
国
及
び
地
方
公
共
団
体
は
、
感
 
 

染
症
の
患
者
等
の
人
権
に
配
慮
す
る
 
 

こ
と
が
重
要
で
あ
る
 
 



二
 
感
染
症
発
生
動
向
調
査
 
 
 

l
～
5
 
 
 （
略
）
 
 

三
 
結
核
に
係
る
定
期
 
 

1
 
 
 

1
 
樹
齢
劃
J
 
 

求
め
ら
れ
る
。
 
 

封
 
感
染
症
の
病
原
体
の
迅
速
か
つ
正
確
な
特
定
は
、
患
者
へ
の
良
質
か
つ
適
切
 
 
 

な
医
療
の
提
供
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
感
染
症
の
発
生
の
予
 
 
 

防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
に
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
し
た
 
 
 

が
っ
て
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
を
中
心
と
し
て
、
病
 
 
 

原
体
に
関
す
る
情
報
が
統
一
的
に
収
集
、
分
析
及
び
公
表
さ
れ
る
体
制
を
構
築
 
 
 

す
る
と
と
も
に
、
患
者
に
関
す
る
情
報
と
と
も
に
全
国
一
律
の
基
準
及
び
体
系
 
 
 

で
一
元
的
に
機
能
す
る
感
染
症
発
生
動
向
調
査
体
制
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
 
 

。
ま
た
、
地
方
衛
生
研
究
所
が
必
要
に
応
じ
て
医
療
機
関
等
の
協
力
も
得
な
が
 
 
 

ら
、
病
原
体
の
収
集
・
分
析
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
 

6
 
二
類
感
染
症
、
 
 

針
 
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
出
 
 

9
 
世
界
の
 
 

速
か
つ
適
切
 
 

指
定
届
出
機
関
 
 

0  

視
野
に
入
れ
た
国
内
 
 
 

を
有
効
に
機
能
さ
せ
る
た
め
に
は
、
 
 

染
症
研
究
所
を
は
じ
め
と
し
て
関
係
各
機
関
の
役
割
分
担
の
下
、
積
極
的
に
進
 
 

め
て
い
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 
 

と
と
も
に
、
新
型
イ
ン
 
 

は
、
国
内
の
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
 
 

就
労
し
て
い
る
者
等
、
 
 

を
収
集
す
る
。
こ
の
他
、
 
 

が
高
い
と
さ
れ
る
 
 

の
出
現
を
迅
速
か
つ
的
確
に
 
 

ロ
ー
バ
ル
感
染
症
警
報
 
 

感
染
症
に
関
す
る
早
 
 

い
て
は
、
感
染
症
の
発
生
の
予
防
及
 
 

又
は
流
行
し
た
場
合
に
は
、
 
 

い
ず
れ
か
の
地
域
に
お
い
 
 

に
行
わ
れ
る
必
要
が
あ
る
こ
 
 

地
域
の
実
情
に
即
し
 
 

か
ら
都
道
府
県
知
事
等
へ
の
届
出
 
 

三
類
感
染
症
、
四
類
感
染
症
及
 
 

の
健
康
診
断
 
 

外
の
情
報
収
集
体
制
の
 
 

期
警
戒
と
対
策
の
 
 

定
期
の
健
 
 

層
、
発
病
す
る
と
二
次
感
染
を
起
こ
し
 
 

フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
 
 

海
外
の
感
染
症
情
報
の
収
集
に
 
 

対
応
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
」
 
 

把
握
す
る
こ
と
が
 
が
 

ン
ザ
ウ
イ
ル
 
 

康
診
断
の
実
施
が
政
策
上
有
効
 
 

た
疫
学
的
な
解
析
に
よ
り
結
核
発
 
 

国
は
、
世
界
 
 

て
新
型
イ
ン
フ
ル
 
 

び
ま
ん
延
 
 

た
め
の
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク
で
あ
る
 
 

新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
 
 

整
備
を
図
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
 
 

不
可
欠
で
あ
る
。
国
に
お
い
て
 
 

ス
の
監
視
体
制
を
一
層
強
化
す
る
 
 

た
場
合
の
健
康
危
機
管
理
体
制
 
 

の
出
現
が
予
想
さ
れ
る
地
域
を
 
 

が
適
切
に
行
わ
れ
る
こ
と
が
 
 

び
五
類
感
染
症
の
疑
似
症
に
 
 

保
健
機
関
等
と
の
連
携
の
 
 

の
防
止
の
た
め
の
措
置
が
迅
 
 

を
速
や
か
に
活
用
し
、
 
 

法
第
十
四
条
に
規
定
す
る
 
 

エ
ン
ザ
ウ
イ
ル
ス
が
出
 
 

つ
い
て
は
、
国
立
感
 
 

や
す
い
職
業
に
 
 

か
つ
合
理
的
 
 

病
の
危
険
 
 二

 
感
染
症
発
生
動
向
調
査
 
 
 

l
～
5
 
 
 （
略
）
 
 

6
I
 
感
染
症
の
病
原
体
の
迅
速
か
つ
正
確
な
特
定
は
、
患
者
へ
の
良
質
か
つ
適
切
 
 
 

な
医
療
の
提
供
の
た
め
に
不
可
欠
で
あ
る
が
、
さ
ら
に
、
感
染
症
の
発
生
の
予
 
 
 

防
及
び
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
に
極
め
て
重
要
な
意
義
を
有
し
て
い
る
。
し
た
 
 
 

が
っ
て
、
国
及
び
都
道
府
県
等
は
、
地
方
衛
生
研
究
所
等
を
中
心
と
し
て
、
病
 
 
 

原
体
に
関
す
る
情
報
が
統
一
的
に
収
集
、
分
析
及
び
公
表
さ
れ
る
体
制
を
構
築
 
 
 

す
る
と
と
も
に
、
患
者
に
関
す
る
情
報
と
と
も
に
全
国
一
律
の
基
準
及
び
体
系
 
 
 

で
一
元
的
に
機
能
す
る
感
染
症
発
生
動
向
調
査
体
制
を
構
築
す
る
必
要
が
あ
る
 
 

。
ま
た
、
地
方
衛
生
研
究
所
が
必
要
に
応
じ
て
医
療
機
関
等
の
協
力
も
得
な
が
 
 
 

ら
、
病
原
体
の
収
集
・
分
析
を
行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
 

7
 
海
外
の
感
染
症
情
報
の
収
集
に
つ
い
て
は
、
国
立
感
染
症
研
究
所
を
は
じ
め
 
 
 

と
し
て
関
係
各
機
関
の
役
割
分
担
の
下
、
森
極
的
に
進
め
て
い
く
こ
と
が
重
要
 
 
 

で
あ
る
。
 
 

4   



4
～
6
 
 
 

（
略
）
 
 

第
三
 
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
 
 

一
患
者
発
生
後
の
対
応
時
の
対
応
に
関
す
る
考
え
方
 
 

l
・
2
 
 
 （
略
）
 
 
 

3
 
対
人
措
置
（
法
第
望
早
に
規
定
す
る
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
一
定
 
 

の
行
動
制
限
を
伴
う
対
策
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
 
 
 
る
べ
き
で
あ
り
、
仮
に
措
置
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
患
者
等
人
権
の
l
専
制
剋
が
 
 

必
要
で
あ
る
。
 
 

4
～
7
 
 
 

（
略
）
 
 
 

二
 
健
康
診
断
、
就
業
制
限
及
び
入
院
 
 
 

l
 
対
人
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
に
関
す
 
 

め
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 
 

l
 四

～
匂
 
（
略
）
 
 

州
 
予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
 
 

項
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
 
 

が
望
ま
し
い
。
 
 

l
・
2
 
 （
略
）
 
 

2
 
都
道
府
県
に
お
い
て
は
、
 
 

の
施
策
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
七
 
 

3
 
結
核
に
係
る
定
 
 

必
要
で
あ
る
。
 
 

2
・
3
 
 
 （略
）
 
 

4
 
入
院
の
勧
告
等
に
係
る
入
院
に
お
い
て
は
、
 
 

罷
患
率
等
の
地
 
 

で
あ
る
と
認
め
ら
れ
 
 

で
あ
る
。
 
 

予
防
計
画
に
お
い
て
、
 
 

行
う
こ
と
を
基
本
と
し
、
人
権
の
尊
重
の
観
点
 
 

基
づ
く
患
者
等
に
対
 
 

る
情
報
を
対
象
と
な
る
患
者
等
に
提
供
し
、
 
 

道
府
県
知
事
等
 
 

分
な
説
明
と
同
意
に
基
づ
い
た
医
療
の
提
供
が
基
本
で
あ
る
。
 
 

る
と
と
も
に
、
 
 

お
い
て
は
、
入
院
後
も
、
法
第
二
十
四
条
の
一
 
 

域
の
実
情
に
応
じ
 
 

審 
査 

請求 

に 
係 
る 

教 

示等 

の 

手 
続 
及 
び 

法 

第 一  

に
対
す
る
苦
情
の
申
出
 
 

期
の
健
康
診
断
の
 
 

る
者
に
つ
い
て
は
、
重
点
的
 
 

す
る
意
見
を
述
べ
 
 

地
域
の
実
情
に
即
し
た
感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
 
 
 

予
防
計
画
の
中
に
 
 

定
期
 
 

対
象
者
の
選
定
等
の
 
 

る
機
会
の
付
与
を
厳
正
 
 

の
健
康
診
断
の
対
 
 

そ
の
理
解
と
協
力
を
求
め
な
が
ら
 
 
 

必
要
に
応
じ
て
の
十
分
な
説
明
及
 
 

一
に
基
づ
く
処
遇
に
 
 

か
ら
必
要
最
小
限
の
も
の
と
 
 

医
師
か
ら
患
者
等
に
対
す
る
十
 
 
 

市
町
村
の
意
見
を
踏
ま
え
、
 
 

な
健
康
診
断
の
実
施
が
重
要
 
 

実
施
に
関
す
る
事
項
 
 

象
者
に
つ
い
て
定
 
 

ま
で
に
定
め
る
事
 
 

一
十
条
第
六
項
に
 
 

都
道
府
県
等
に
 
 

に
行
う
こ
と
が
 
 

項
を
踏
ま
え
る
と
と
も
に
、
特
に
、
次
に
掲
げ
る
事
項
に
つ
い
て
規
定
す
る
こ
と
 
 

が
望
ま
し
い
。
 
 

l
・
2
 
 
（
略
）
 
 

引
～
引
 
（
略
）
 
 
 

第
三
 
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
施
策
に
関
す
る
事
項
 
 

一
患
者
発
生
後
の
対
応
時
の
対
応
に
関
す
る
考
え
方
 
 

l
・
2
 
（
略
）
 
 
 

3
 
対
人
措
置
（
法
第
望
早
に
規
定
す
る
措
置
を
い
う
。
以
下
同
じ
。
）
等
一
定
 
 

の
行
動
制
限
を
伴
う
対
策
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
必
要
最
小
限
の
も
の
と
す
 
 
 
る
べ
き
で
あ
り
、
仮
に
措
置
を
行
う
場
合
で
あ
っ
て
も
患
者
等
の
人
権
へ
の
十
 
 
 

三
～
六
 
（
略
）
 
 

七
l
 
予
防
計
画
を
策
定
す
る
に
当
た
っ
て
の
留
意
点
 
 

分
な
配
慮
が
必
要
で
あ
る
。
 
 
 

4
～
7
 
 
 
（
略
）
 
 

二
 
健
康
診
断
、
就
業
制
限
及
び
入
院
 
 
 

l
 
対
人
措
置
を
講
ず
る
に
当
た
っ
て
は
、
感
染
症
の
発
生
及
び
ま
ん
延
に
関
す
 
 

の
施
策
に
関
す
る
事
項
を
定
め
る
に
当
た
っ
て
は
、
一
か
ら
六
ま
で
 
 

2
・
3
 
 （
略
）
 
 

4
 
入
院
の
勧
告
等
に
係
る
入
院
に
お
い
て
は
、
医
師
か
ら
患
者
等
に
対
す
る
十
 
 

分
な
説
明
と
同
意
に
基
づ
い
た
医
療
の
提
供
が
基
本
で
あ
る
。
都
道
府
県
等
に
 
 
 

お
い
て
は
、
入
院
後
も
、
必
要
に
応
じ
て
．
の
十
分
な
説
明
及
び
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
 
 
 

グ
（
相
談
）
を
通
じ
、
患
者
等
の
精
神
的
不
安
の
軽
減
を
図
る
よ
う
要
請
す
る
 
 
 

予
防
計
画
に
お
い
て
、
 
 

行
う
こ
と
を
基
本
と
し
、
人
権
へ
の
配
慮
の
観
点
 
 

示
等
の
手
続
を
厳
正
に
行
う
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

る
情
報
を
対
象
と
な
る
患
者
等
に
提
供
し
、
 
 

地
域
の
実
情
に
即
し
た
感
染
症
の
発
生
の
予
防
の
た
め
 
 
 

そ
の
理
解
と
協
力
を
求
め
な
が
ら
 
 
 

か
ら
 
 審
査
請
求
に
係
る
教
 
 

に
定
め
る
事
 
 



第 
四  

2 1 

な 感 
染 
症 
に 

係 
る 

医 
療 
を 
提 
供 
す 
る 

体 
感 
染 

制 
の 

症 確 
に 保 
係 に 
る 

医 
療 

関す 
る 

は 事 
特 項  
殊 
な 

も 

の 
で 
は  

び
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
 
（
相
談
）
 
を
通
じ
、
患
者
等
の
精
神
的
不
安
の
軽
減
を
図
 
 

る
よ
う
要
請
す
る
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 
 

都
道
府
県
知
事
等
が
入
院
の
勧
告
を
行
う
に
際
し
て
は
、
都
道
府
県
等
の
職
 
 
 

員
か
ら
患
者
等
に
対
し
て
、
入
院
の
理
由
、
退
院
請
求
、
審
査
請
求
に
関
す
る
 
 

こ
と
等
、
入
院
の
勧
告
の
通
知
に
記
載
す
る
事
項
を
含
め
十
分
な
説
明
を
行
う
 
 

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
入
院
勧
告
等
を
実
施
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
 
 
 

都
道
府
県
等
は
、
講
じ
た
措
置
の
内
容
、
提
供
さ
れ
た
医
療
の
内
容
及
び
患
者
 
 
 

の
病
状
に
つ
い
て
、
患
者
ご
と
に
記
録
票
を
作
成
す
る
等
の
統
一
的
な
把
握
を
 
 

行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
 
 

5
 
 
（
略
）
 
 

三
 
感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協
議
会
 
 
 

感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
の
 
 
 

観
点
か
ら
、
感
染
症
に
関
す
る
専
門
的
な
判
断
を
行
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
 
 
 

患
者
等
へ
の
医
療
及
び
人
権
叫
笥
劃
の
視
点
も
必
要
で
あ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
府
 
 
 

県
知
事
等
は
、
協
議
会
の
委
員
の
任
命
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
趣
旨
を
十
分
に
考
 
 
 

慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

四
～
九
 
 
（
略
）
 
 

十
 
患
者
発
生
後
の
対
応
時
に
お
け
る
検
疫
所
の
対
応
 
 
 

国
内
に
常
在
し
な
い
感
染
症
の
患
者
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
検
疫
所
 
 

は
、
当
該
感
染
症
に
つ
い
て
、
第
二
の
六
の
l
、
2
、
 
 

を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

者
に
対
し
て
は
、
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
と
つ
た
上
で
、
 
 

で
き
る
限
り
感
染
症
以
外
の
患
者
と
同
様
の
療
養
環
境
に
お
い
て
医
療
を
提
供
 
 

す
る
こ
と
、
②
通
信
の
自
由
が
実
効
的
に
担
保
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
講
 
 

ず
る
こ
と
、
③
患
者
が
い
た
ず
ら
に
不
安
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
十
分
な
説
明
 
 

き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
 
 

医
療
機
関
及
び
第
一
 
 
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
 
 

4
及
び
5
に
定
め
る
対
応
 
 

種
感
染
症
指
定
 
 

①
感
染
症
の
患
 
 第

四
 
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
の
確
保
に
関
す
る
事
項
 
 

一
感
染
症
に
係
る
医
療
提
供
の
考
え
方
 
 

1
 
 
（
略
）
 
 

2
 
実
際
の
医
療
現
場
に
お
い
て
は
、
感
染
症
に
係
る
医
療
は
特
殊
な
も
の
で
は
 
 

な
く
、
ま
ん
延
防
止
を
担
保
し
な
が
ら
一
般
の
医
療
の
延
長
線
上
で
行
わ
れ
る
 
 

べ
き
で
あ
る
と
の
認
識
の
下
、
良
質
か
つ
適
切
な
医
療
の
提
供
が
行
わ
れ
る
べ
 
 

府
県
知
事
等
は
、
協
議
会
の
委
員
の
任
命
に
当
た
っ
て
は
、
こ
の
趣
旨
を
十
分
に
 
 
 

考
慮
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

四
～
九
 
 
（
略
）
 
 

十
 
患
者
発
生
後
の
対
応
時
に
お
け
る
検
疫
所
の
対
応
 
 
 

国
内
に
常
在
し
な
い
感
染
症
の
患
者
が
発
生
し
た
場
合
に
お
い
て
は
、
検
疫
所
 
 

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 
 

都
道
府
県
知
事
等
が
入
院
の
勧
告
を
行
う
に
際
し
て
は
、
都
道
府
県
等
の
職
 
 
 

員
か
ら
患
者
等
に
対
し
て
、
入
院
の
理
由
、
退
院
請
求
、
審
査
請
求
に
関
す
る
 
 
 

こ
と
等
、
入
院
の
勧
告
の
通
知
に
記
載
す
る
事
項
を
含
め
十
分
な
説
明
を
行
う
 
 
 

こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
入
院
勧
告
等
を
実
施
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
 
 
 

都
道
府
県
等
は
、
講
じ
た
措
置
の
内
容
、
提
供
さ
れ
た
医
療
の
内
容
及
び
患
者
 
 
 

の
病
状
に
つ
い
て
、
患
者
ご
と
に
記
録
票
を
作
成
す
る
等
の
統
一
的
な
把
握
を
 
 

行
う
こ
と
が
望
ま
し
い
。
 
 
 

5
 
（
略
）
 
 

三
 
感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協
議
会
 
 
 

感
染
症
の
診
査
に
関
す
る
協
議
会
に
つ
い
て
は
、
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
の
 
 
 

観
点
か
ら
、
感
染
症
に
関
す
る
専
門
的
な
判
断
を
行
う
こ
と
は
当
然
で
あ
る
が
、
 
 

患
者
等
へ
の
医
療
及
び
人
権
へ
の
配
慮
の
視
点
も
必
要
で
 
 

は
、
当
該
感
染
症
に
つ
い
て
、
第
二
の
五
の
1
、
2
 
 

を
強
化
す
る
こ
と
が
必
要
で
あ
る
。
 
 

患
者
に
対
し
て
は
、
感
染
症
の
ま
ん
延
の
防
止
の
た
め
の
措
置
を
と
っ
た
上
で
 
 

、
で
き
る
限
り
感
染
症
以
外
の
患
者
と
同
様
の
療
養
環
境
に
お
い
て
医
療
を
提
 
 

供
す
る
こ
と
、
②
通
信
の
自
由
が
実
効
的
に
担
保
さ
れ
る
よ
う
必
要
な
措
置
を
 
 

講
ず
る
こ
と
、
③
患
者
が
い
た
ず
ら
に
不
安
に
陥
ら
な
い
よ
う
に
、
十
分
な
説
 
 

明
及
び
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
（
相
談
）
を
患
者
の
心
身
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
行
 
 

き
で
あ
る
。
こ
の
た
め
、
感
染
症
指
定
医
療
機
関
に
お
い
 
 

4
及
び
5
に
定
め
る
対
応
 
 

あ
る
こ
と
か
ら
、
都
道
 
 

て
は
、
①
感
染
症
の
 
 

6   



第
五
 
感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
査
及
 
 

を
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
都
道
府
県
等
に
お
い
て
は
、
そ
の
た
め
に
 
 
 

必
要
な
対
応
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 
 
 

封
 
（
略
）
 
 

四
～
六
 
 
（
略
）
 
 

5
 
 
（
略
）
 
 

三
 
都
道
府
県
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
 
 
 

1
～
3
 
 
 （
略
）
 
 

れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
す
と
と
も
に
、
相
互
の
連
携
体
制
や
、
国
立
感
染
症
研
 
 
 

究
所
及
び
国
立
国
際
医
療
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
体
制
の
構
築
を
し
て
い
く
必
要
 
 

が
あ
る
。
 
 

二
 
国
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
 
 

引
一
類
感
染
症
又
は
二
類
感
染
症
が
集
団
発
生
し
た
場
合
や
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
 
 

得
て
、
結
核
指
定
医
療
機
関
に
指
定
す
る
こ
と
と
 
 

引
 
（
略
）
 
 

4
 
都
道
府
県
知
事
は
、
 
 

こ
と
か
ら
、
感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
調
 
 

4
 
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染
症
の
汎
流
行
時
に
、
 
 

3
 
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
二
種
感
 
 

1
～
3
 
 
 
（
略
）
 
 

感
染
症
対
策
は
、
科
学
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
推
進
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
 
 
 

感
染
症
及
び
病
原
体
等
に
関
す
る
 
 

働
大
臣
の
定
め
る
基
準
に
適
合
す
る
も
の
に
つ
い
て
、
 
 

機
関
と
し
て
、
病
院
等
の
う
ち
、
 
 

努
め
る
。
ま
た
、
国
は
、
 
 

染
症
指
定
医
療
機
関
及
び
結
核
指
定
医
療
機
関
は
、
 
 

意
を
得
て
治
療
を
行
う
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 
 

薬
物
療
法
を
含
め
た
治
療
の
必
要
性
に
 
 

画
を
あ
ら
か
じ
め
策
定
し
、
 
 

医
薬
品
の
供
給
及
び
流
通
を
的
確
に
行
う
た
め
、
医
薬
品
の
備
蓄
又
は
確
保
に
 
 
 

及
び
カ
ウ
ン
セ
リ
ン
グ
 
（
相
談
）
 
を
患
者
の
心
身
の
状
況
を
踏
ま
え
つ
つ
行
う
 
 

ン
ザ
の
汎
流
行
時
に
は
、
 
 

こ
と
等
が
重
要
で
あ
る
。
ま
た
、
結
核
指
定
医
療
機
関
に
お
い
て
は
、
患
者
に
 
 
 

結
核
患
者
に
対
す
る
適
正
な
医
療
を
担
当
さ
せ
る
医
療
 
 
 

医
薬
品
の
備
蓄
や
適
正
な
使
用
方
法
等
に
関
す
る
計
 
 
 

一
般
の
医
療
機
関
に
緊
急
避
難
的
に
こ
れ
ら
の
患
者
 
 

関
係
者
の
理
解
を
得
て
お
く
必
要
が
あ
る
。
 
 

法
第
三
十
八
粂
第
二
項
に
規
定
す
る
厚
生
労
 
 
 

調
査
及
び
研
究
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
 
 

つ
い
て
十
分
に
説
明
し
、
理
解
及
び
同
 
 

は
ん
 
 

び
研
究
に
関
す
る
事
項
 
 

査
及
び
研
究
は
、
感
染
症
対
策
 
 

す
る
 
 

そ
の
機
能
に
応
じ
て
、
そ
 
 

そ
の
開
設
者
の
同
意
を
 
 

そ
の
治
療
に
必
要
な
 
 

第
五
 
感
染
症
に
関
す
る
調
査
 
 

4
 
（
略
）
 
 
 

1
 
 
 
5
一
類
感
染
症
又
は
二
類
感
染
症
が
集
団
発
生
し
た
場
合
は
、
一
般
の
医
療
機
 
 
 

関
に
緊
急
避
難
的
に
こ
れ
ら
の
患
者
を
入
院
さ
せ
る
こ
と
が
あ
る
た
め
、
都
道
 
 
 

府
県
等
に
お
い
て
は
、
そ
の
た
め
に
必
要
な
対
応
に
つ
い
て
あ
ら
か
じ
め
定
め
 
 

て
お
く
こ
と
が
重
要
で
あ
る
。
 
 
 

1
 
 

6
 
（
略
）
 
 

四
～
六
 
 
（
略
）
 
 

4
 
新
型
イ
ン
フ
ル
エ
ン
ザ
等
の
感
染
症
の
汎
流
行
時
に
、
そ
の
治
療
に
必
要
な
 
 
 

医
薬
品
の
供
給
及
び
流
通
を
的
確
に
行
う
た
め
、
医
薬
品
の
備
蓄
又
は
確
保
に
 
 

努
め
る
。
 
 

5
 
 
（
略
）
 
 

三
 
都
道
府
県
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
 
 
 

1
～
3
 
 
（
略
）
 
 

二
 
国
に
お
け
る
感
染
症
に
係
る
医
療
を
提
供
す
る
体
制
 
 

3
 
特
定
感
染
症
指
定
医
療
機
関
、
第
一
種
感
染
症
指
定
医
療
機
関
及
び
第
二
種
 
 

1
～
3
 
 
 
（
略
）
 
 

こ
と
か
ら
、
感
染
症
に
関
す
る
調
査
 
 

す
と
と
も
に
、
相
互
の
連
携
体
制
や
、
国
立
感
染
症
研
究
所
及
び
国
立
国
慣
医
 
 

療
セ
ン
タ
ー
と
の
連
携
体
制
の
構
築
を
し
て
い
く
必
要
が
あ
る
。
 
 

感
染
症
指
定
医
療
機
関
は
、
 
 

感
染
症
対
策
は
、
科
学
的
な
知
見
に
基
づ
い
て
推
進
さ
れ
る
べ
き
も
の
で
あ
る
 
 
 

感
染
症
に
関
す
る
調
査
 
 

う
こ
と
等
が
重
要
で
あ
る
。
 
 

及
び
研
究
に
関
す
る
事
項
 
 

及
び
研
究
に
関
す
る
基
本
的
な
考
え
方
 
 

そ
の
機
能
に
応
じ
て
、
そ
れ
ぞ
れ
の
役
割
を
果
た
 
 

及
び
研
究
は
、
感
染
症
対
策
の
基
本
と
な
る
 
 
 

は
ん
 
 


